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債務保証の履行ならびに特別損失の発生に関するお知らせ 

 

 

今般、津村建物株式会社に対する債務保証につきまして、債権保有金融機関から当社に対し履行

請求がありました。また、当社は津村建物株式会社に対して債権を保有しておりますが、その一

部につきまして、引当を行うこととしましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 
 

１．債務保証の履行について 

(1)事実の発生の概要 

 当社は、津村建物株式会社の取引金融機関からの借入債務に対し、147 億円の保証予約を

行っておりますが、平成 14 年 11 月 7 日付で、当該金融機関より当社に対し、債務保証の履

行請求がありました。 

 (2) 発生した事実の内容 

 当社は履行請求に基づき、147 億円の支払いを実施します。 

(3)今後の見通し 

 当該保証予約については、すでに全額「債務保証等損失引当金」を計上済みであり、業績

への影響はありません。 

 

 

２．特別損失の発生について 

 (1)事実の発生の経緯 

当社は、債務保証の履行請求という事実の発生に鑑み、債権に対する担保価額を更に厳し

く再評価した結果、その一部について引当不足となる可能性があると判断しましたので、相

当額を特別損失として計上することとしました。 

 (2)特別損失計上額 

上記に基づき、平成 14 年 9 月中間決算において約 16 億円の特別損失を計上します。 

 



 

 (3)今後の見通し 

 9 月 27 日に修正発表しました中間期売上高及び経常利益への影響はありません。なお、当

中間期の純利益の見とおしは以下のとおりであります。 

平成 14 年 9 月中間期の純利益の見とおし(百万円) 

 連 結 単 体 

平成 14 年 9 月 27 日修正発表の中間利益見込み額 ３,８００ ３,７００ 

本特別損失の計上を含めた中間利益見込み額 ３,９００ ３,８００ 

 

  

 

津村建物株式会社の概要 

 (1)所 在 地  東京都中央区日本橋 3－4－10 

(2)代 表 者  津村重臣 

(3)資 本 金  13 億 9,800 万円 

(4)事業内容  不動産業 

 

 

以 上 


